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序章 総合計画の策定にあたって 

 

第１節 総合計画策定趣旨と構成 

 

１ 総合計画策定の趣旨 

本市は、2018 年度（平成 30 年度）を目標年次とする第１次姶良市総合計画を、2011 年度

（平成 23 年度)に策定し、「県央の良さを活かした、県内一くらしやすいまちづくり」という

基本理念のもと、総合的、計画的に「まちづくり」を進めてきました。 

この間、県内の市としては唯一人口が増加する「まち」として発展してきた一方で、少子高

齢化は確実に進行しています。また、合併に伴う地方交付税の特例期間が終了すること1など

により財政状況が厳しさを増す中で、多様化する市民ニーズ、高度情報化の進展など、本市を

取り巻く社会情勢が大きく変動しているだけでなく、地方分権により市政に求められる役割が

ますます複雑化・多様化してきています。 

このような時代にあっては、長期的、戦略的な視点を持って、本市がめざすべき「まちのす

がた」を明確に示し、市民と行政、事業者と行政がめざす将来像を共有して、まちづくりを進

める必要があります。 

そのため、本市がめざす将来の姿と、それを実現していくために総合的に取り組むべき施策

の柱として「第２次姶良市総合計画」を策定しました。 

 

 

２ 総合計画の構成と計画期間 

この計画は、2019 年度（平成 31 年度）を計画初年度として、2026 年度を目標年度とする８

年間の計画とし、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」の３つの階層をもって構成され

ています。 

 

(1) 基本構想 

基本構想とは、まちづくりの基本理念や目標人口を掲げ、それを実現するために取り組む

基本的な枠組みを示すものです。 

計画期間は、2019 年度（平成 31 年度）から 2026 年度までの８年間とします。 

 

(2) 基本計画 

基本計画とは、基本構想に掲げた政策を具体的に示すとともに、それを実現するために進

めていく取組や、計画を着実に推進していくための考え方を示すものです。 

計画期間は４年間とし、2019 年度（平成 31 年度）から 2022 年度までの４年間を前期基

本計画、2023 年度から 2026 年度までの４年間を後期基本計画とします。 

 

 

                            
1合併に伴う地方交付税の特例期間が終了：合併市町村に係る普通交付税の算定方法の特例措置期間について、姶良市では 2014 年

度で満額算定期間が終了し、2015 年度から算定額が縮減しており、合併から 10 年後で

ある 2020 年度に終了することで、合併後 10 年間で約 14 億円の交付税の減額が予測さ

れています。 
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(3) 実施計画 

実施計画とは、基本計画で示された施策の体系に基づき、具体的な事務事業の内容と事業

の規模を明らかにし、各年度の予算編成の指針となるものです。年次別の３か年計画を策定

し、毎年度見直しを行います。 

なお、実施計画は本計画書とは別に策定します。 

 

 

 

■総合計画構成図 

 

 

 

■総合計画期間表 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

基本構想 ８年間 

基本計画 前期基本計画 ４年間 後期基本計画 ４年間 

実施計画 

第１次実施計画 ３年間      

 第２次実施計画 ３年間     

  第３次実施計画 ３年間    

   第４次実施計画 ３年間   

    第５次実施計画 ３年間  

     第６次実施計画 ３年間 

      第７次 

       第８次

 

 

 

 

 

基本構想

基本計画

実施計画

まちづくりの基本理念を掲げた基本的な

枠組み 

基本構想を実現するための施策を体系的

に示すもの 

基本計画で示された施策をより具体的に

示し、予算編成の指針となるもの 



3 

第２節 姶良市を取り巻く環境 

 

１ 姶良市の現況 

 

(1) 位置・地勢・沿革 

■位置 

本市は、薩摩半島と大隅半島の結束点、鹿児島県本土のほぼ中央に位置し、南は県都鹿児

島市、西は薩摩川内市、東は鹿児島空港のある霧島市と隣接しています。 

市域は、東西が 23.7 ㎞、南北が 24 ㎞に広がり、面積は 231.25  で、鹿児島県の総面積

の約 2.5％を占めています。 

また、市役所本庁から鹿児島市中心部まで約 20 ㎞、鹿児島空港まで約 12 ㎞と、良好なア

クセス環境を有しています。 

 

 

■地勢 

西部に真黒
ま く ろ

岳、北部に烏帽子
え ぼ し

岳、長尾山
ながおやま

など北薩火山群に属する標高 400ｍから 700ｍの

山々が連なり、そこからつながるなだらかな傾斜の平野は、太古より繰り返し噴出した火砕

流によって形成された円形の中凹
なかくぼ

地形（姶良カルデラ火口内壁）や、これまでの火山活動に

よって形成されてきた山地の上に火山噴出物が堆積してできた十三塚原と呼ばれる台地と、

この台地を侵食する河川によって形成された平野から成っています。 

この傾斜を北から南に思川、別府川、網掛川等の主要河川が流れ、鹿児島（錦江）湾に注

いでおり、市街地は湾に面した平野部に形成されています。 

 

■沿革 

 明治 22 年の町村制施行により、現在の市域に加治木村、山田村、帖佐村、重富村、蒲生

村の５村が誕生しました。加治木村は明治 45 年に県内で初めて町制を施行し加治木町に、

昭和３年には蒲生村が蒲生町に、昭和 17 年には帖佐村が帖佐町になっています。昭和 30 年

１月には山田村、帖佐町、重富村が合併し、姶良町が誕生しました。 

 平成 22 年３月、加治木町、姶良町、蒲生町の３町が合併し、姶良市が誕生して、現在に

至っています。 
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沿革図 

 

明治 22 年４月 

町村制施行時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 人口構造 

本市の人口は、国勢調査によると、2005 年（平成 17 年）から 2010 年（平成 22 年）で一

旦横ばい傾向になった後、2010 年（平成 22 年）から 2015 年（平成 27 年）で 364 人増えて

75,173 人となり、再び増加に転じています。 

世帯数は増加傾向が続いており、１世帯当たりの平均人口は、2005 年（平成 17 年）2.54

人、2010 年（平成 22 年）2.45 人、2015 年（平成 27 年）2.39 人と年々減少しており、いわ

ゆる核家族化が進行し、併せて高齢者の単身世帯も増加しています。 

年齢別人口の推移をみると、65歳以上の老年人口が増加しており高齢化が進んでいます。

また一方では、０歳から 14 歳の年少人口も僅かながら増加しています。 

 

 

17.6 15.7 14.8 14.2 14.4

62.1 61.8 61.3 59.9 56.5

20.3 22.5 23.9 25.9
29.1

70,000

71,000

72,000

73,000

74,000

75,000

76,000

0
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100

1995年
(平成7年)

2000年
(平成12年)

2005年
(平成17年)

2010年
(平成22年)

2015年
(平成27年)

人口と３要素別人口割合の推移

年少人口割合

生産年齢人口割合

老年人口割合

人口

(人口・人)

加治木村 

山田村 

帖佐村 

重富村 

加治木町
明治 45.6.1 

町制施行(県内初)

昭和 17.4.1

町制施行

(15 歳未満) 

帖佐町 姶良町 
昭和 30.1.1

1 町 2 村合併

昭和 27.10.10 

境界変更 大字辺川を加治木町に編入

(15～64 歳) 

平成 22.2.23

３町合併

昭和 30.1.1 

境界変更 大字木津志柊野地区

を蒲生町に編入 

蒲生村 

(65 歳以上) 

昭和 3.11.1

町制施行
蒲生町 

姶良市 

溝辺村 昭和 22. 8. 1 境界変更 長谷を加治木町に編入 

昭和 27.10.10 境界変更 迫を加治木町に編入 

(人口割合・%) 

資料：国勢調査 
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(3) 産業構造 

2015 年（平成 27年）の国勢調査での本市の産業構造人口は、第１次産業21,034 人（3.1％）、

第２次産業36,454 人（19.8％）、第３次産業425,140 人（77.1％）となっており、農林水産業

である第１次産業の比率が低く、都市型の産業構造の特徴がみられます。 

 

 

                            
2 第１次産業：日本標準産業分類における次の産業 農業、林業、漁業 
3 第２次産業：日本標準産業分類における次の産業 鉱業、建設業、製造業 
4 第３次産業：日本標準産業分類における次の産業 小売業、サービス業、公務など 

01,0002,0003,0004,000

0 1,000 2,000 3,000 4,000

0～4歳
5～9歳

10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90歳以上

1995年(平成7年)

女 男
01,0002,0003,0004,000

0 1,000 2,000 3,000 4,000

0～4歳
5～9歳

10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90歳以上

2015年(平成27年)

女 男

2,483 1,637 1,689 1,232 1,034 

8,113 7,829 
6,697 6,206 6,454 

21,342 
22,983 

24,495 24,390 25,140 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0

20

40

60

80

100

1995年
(平成7年)

2000年
(平成12年)

2005年
(平成17年)

2010年
(平成22年)

2015年
(平成27年)

産業別就労人口の推移

第１次産業人口割合

第２次産業人口割合

第３次産業人口割合

第１次産業人口

第２次産業人口

第３次産業人口

(産業人口・人) (産業人口割合・%) 

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 

人口ピラミッドで見た人口構造の変化 

(人) (人) 
男   女 男   女 
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(4) 交通体系 

本市は、交通の要衝として栄えた歴史もあり、九州縦貫自動車道が市を横断しており、ジ

ャンクション機能を有した加治木インターチェンジと姶良インターチェンジがあります。ま

た、九州縦貫自動車道の桜島サービスエリアにはスマートインターチェンジ5の整備が進ん

でおり、今後の利便性向上が期待されています。 

主要幹線道路では、国道 10 号及び県道伊集院蒲生溝辺線、県道川内加治木線等が市内を

横断し、市民生活のみならず、広域的な産業活動を支えています。加えて、ＪＲ日豊本線の

重富駅、姶良駅、帖佐駅、錦江駅、加治木駅の５つの駅があり、隣接市町からのアクセスを

容易にしています。 

 

 

 

(5) 土地利用状況 

本市の総面積の約 49％を山林が占めていますが、中山間地域の一部と中央部に大きく広

がる水田地帯は基盤整備が進み、水稲を中心とした営農が行われています。 

北東域の霧島市境の台地は、畑地かんがい事業による農地の集約が図られ、畑作営農が確

立されています。 

また、鹿児島（錦江）湾に面した地域は、比較的密集した市街地が形成されているため、

良好で秩序ある市街地の整備を目的とした都市計画用途地域が指定されています。 

 

 

 

 

 

 

                            
5 スマートインターチェンジ：高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア等から乗り降りできるように設置される

ＥＴＣ搭載車専用のインターチェンジ 

田

7% 畑

3%
宅地

7%

池沼

0%

山林

49%

原野

4%

雑種地

3%

その他

27%

土地利用状況の割合

資料：平成 29 年度姶良市統計書 
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２ 時代の潮流(環境変化に対する基本的認識) 

 

新たなまちづくりを進めるにあたっては、本市を取り巻く社会経済情勢の変化を的確に把握

し、柔軟に対応していく必要があることから、考慮しなければならない時代の流れ、変化を次

のようにまとめました。 

 

(1) 少子高齢化と人口減少時代 

日本は、2008 年（平成 20 年）をピークに人口減少へと転じましたが、この状況は、今後

も加速度的に進むとされており、いわゆる「人口減少時代」が到来したといわれています。

また、人口減少に加え、諸外国に例を見ないスピードで高齢化が進行しており、これを象徴

する問題の一つとして、総人口の中で最も層が厚くなっている「団塊世代」が後期高齢者（75

歳以上）となる「2025 年問題」が注目されており、高齢化の問題は、高齢化の「速さ」から、

高齢化率の「高さ」（＝高齢者数の多さ）にシフトしつつあります。 

少子高齢化や人口減少が進行することにより、私たちの生活に大きな影響を及ぼすことが

危惧されます。このことから、子どもを生み、育てやすい環境づくり、医療体制の充実、多

様な健康・福祉サービスの充実、高齢者の社会活動への参加促進、維持・存続が危ぶまれる

集落等への対策など、少子高齢化に対応した社会経済システムへの見直しが求められており、

国を挙げて地方創生の取組6が進められています。 

また、超高齢社会に応じた仕組みを整えるため、住まい・医療・介護・予防などを一体化

し、地域全体で高齢者を支えるための地域包括ケアシステム7の構築を推進していく必要が

あります。 

 

(2) 未来を拓く人材育成の必要性 

国では、教育委員会制度改革、小中一貫教育8の制度化などを実施するとともに、思考力・

判断力・表現力や主体性・多様性・協働性を重視した高大接続改革9や学習指導要領10の改訂、

「チームとしての学校」の実現に向けた検討が進められています。今後も、教育改革の流れ

を継続・発展させることにより、変化の激しい時代を生きるすべての子どもたちに、未来を

切り拓く力と意欲を身に付けさせる教育を推進し、「全国に誇れる教育水準」の達成を目指

すことが必要とされています。 

また、国は「まち・ひと・しごと創生総合戦略11」の人材育成の分野において、地域を理解

し愛着を深める教育により、地域に誇りを持つ人材の育成を推進し、地域力の強化につなげ

ていくこととしています。そのため、地域の自然や歴史を題材とした郷土学習を充実するな

ど、地域の自然や伝統文化を尊重し、それらを育んできた郷土への愛着と誇りをかん養する

教育を推進することにより、地域を担い、支える人材を育成することが必要となっています。 

                            
6 地方創生の取組：人口減少、超高齢化という日本全体が直面している課題に対し、国と地方が一体的に取り組み、地域の特長を

活かした自立的で持続的な社会を創る取組 
7 地域包括ケアシステム：重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる

よう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステム 
8 小中一貫教育：小中連携教育のうち、小・中学校段階の教員が目指す子供像を共有し、９年間を通じた教育課程を編成し、系統

的な教育を目指す教育 
9 高大接続改革：学力の３要素を確実に育成・評価するため、高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の３者の一体的な改革 
10 学習指導要領：全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにするため、学校教育法により定めら

れた教育課程を編成する際の基準 
11 まち・ひと・しごと創生総合戦略：人口減少に歯止めをかけ、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたり活力

ある社会を維持していくために定められた「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、達成

すべき目標や取り組むべき施策に関する基本的方向性をさだめた戦略 
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(3) 「安全・安心」に対する意識の高まり 

頻発する異常気象や感染症の流行、特殊詐欺の多様化・複雑化、食の安全確保など、日常

生活を脅かす様々な問題が発生しており、社会不安が広がっています。特に、2011 年（平成

23 年）に発生した東日本大震災と、それに起因する原子力発電所の事故、また、2016 年（平

成 28 年）に発生した熊本地震では多くの住宅と共に行政庁舎も大きな被害を受けたことか

ら、防災体制や安定的で安全なエネルギー供給体制の確立、防災拠点整備の重要性のみなら

ず、家族や地域、社会とのつながりや絆、相互の助け合いといったことが強く意識されるよ

うになっています。 

今後は、いつ起こるかわからない各種災害に的確に対応できるよう、防災・減災12への備

えが必要となっています。特に、自助・共助・公助により防災力を高め、有事の際の役割分

担・体制の構築などに取り組むことが重要となっています。また、消防救急救助体制の整備

や地域ぐるみでの防災対策はもちろん、交通安全対策や感染症対策の徹底、食の安全確保に

向けた取組が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 環境・エネルギー問題の顕在化 

大量の資源消費に起因する二酸化炭素の増加等による地球温暖化の進行や、大規模な自然

破壊等による生物多様性13の喪失、新興国を中心としたエネルギー需要の急増等による国際

的な資源獲得競争の激化など、環境・エネルギー問題が顕在化しています。 

また、東日本大震災後の原子力発電所の操業停止によって、電力供給不足の問題が発生す

るなど、今後のエネルギー政策のあり方が問われています。 

今後は、自然環境の保全と活用を図りながら、人と自然が共生できる社会の構築を進める

中で、地形的特色を活かした再生可能エネルギー14の利用拡大や省エネルギーのより一層の

推進により、地域でのエネルギー自給率を高め、原子力や化石燃料に依存しない自立型の低

炭素15なエネルギー社会の構築に取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
12 減災：災害による被害をできるだけ小さくする取組 
13 生物多様性：生きものたちには豊かな個性があり、全ての生きものが直接的、間接的に支えあうつながりのこと 
14 再生可能エネルギー：太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱など一度利用しても比較的短期間に再生が可能であ

り、資源が枯渇しないエネルギーのことで、温室効果ガスを排出しないこと、国内で生産ができるとい

う特徴がある 
15 低炭素：地球温暖化の最大の要因である二酸化炭素の排出を減らすこと 
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(5) 「社会経済・産業構造」のグローバル化と情報化社会の進展 

国際間における輸送や交通手段の高速化・広域化、さらには、ＩＣＴ16技術の進歩により、

国境を越えたヒト、モノ、情報の移動が加速化しており、経済的な相互依存関係が世界規模

で深まっています。 

また、ＩＣＴ技術の急速な進歩は、自宅や職場から、時間にとらわれないリアルタイムな

情報交換、金融サービスやショッピングなどを現実のものとする一方で、個人情報の漏えい

などの新たな問題を引き起こしており、市民の生活形態に大きな影響をもたらしています。 

このような中で、国による積極的な経済・金融政策が進められていますが、地方部や中小

企業には充分に波及していない状況にあります。また、関税撤廃による貿易の自由化17・グ

ローバル化の加速などが予測されている一方、安価な海外農作物の流入による国内農業への

打撃や食料自給率の低下など、地域経済に与える影響も危惧されています。さらに、高度に

発達した情報社会の健全な発展のために、企業・組織、個人等の情報セキュリティ対策（リ

スクマネジメント）が必要となっています。 

今後は、地域の活性化を支える経済基盤の構築や、地域資源の活用、意欲ある起業者への

支援など、産業力の強化と新たな雇用の創出に積極的に取り組むことが必要です。また、Ｉ

ＣＴ技術を貴重な社会基盤として認識し、市民の利便性の向上や行政の一層の効率化に向け

て積極的に活用することが求められています。 

 

 

 

(6) 魅力と競争力のあるまちづくりの必要性 

日本を訪れる外国人観光客は年々増加しています。特に、日本食や歴史的文化的遺産18、

産業観光施設19など、日本特有の資源が人気を集めています。政府は 2020 年に訪日外国人観

光客数を 4,000 万人/年、旅行消費額を８兆円/年とする目標を掲げていることから、今後も

さらなる隆盛が見込まれています。 

このような中で、観光地域のブランド化や、地域資源の活用、地域特性を活かした取組な

どを通して、国内のみならず、国外においても競争力の高い魅力ある観光地域の形成が重要

となっています。 

今後は、新しい魅力の発見と創出、観光客の受入環境の整備、効果的な情報発信、おもて

なしの心の醸成、国際化対応、体験型観光20の充実などにより、リピーターの増加も含めた、

他の地域とは異なるオリジナリティの高い事業展開が必要です。また、観光案内表示などへ

の外国語表記をはじめ、外国人観光客の受入環境づくりが急務となっています。これらの魅

力形成を進める一方で、担い手や後継者の育成、都市ブランド力の向上などに取り組みなが

ら、移住定住の促進につなげていくことが必要です。 

 

 

 

 

                            
16 ＩＣＴ：Informaition and Communication Technology の略称で、情報通信技術のこと 
17 関税の撤廃による貿易の自由化：多国間或いは２国間の協定により、輸出入にかかる関税を無くし、貿易面での交流を自由に

すること 
18 歴史的文化的遺産：歴史的に価値の高い構築物や物品、その土地に暮らす人々が文化として継承してきた技術や芸能 
19 産業観光施設：歴史的・文化的価値のある工場や機械などの産業文化財や産業製品を観光資源とした施設 
20 体験型観光：見るだけの観光ではなく、収穫体験や製造体験など五感で体験する観光 
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(7) 都市基盤構築の重要性 

人口が減少する状況の中で、コンパクトで高機能な都市の構築が求められる一方、早くか

ら整備されてきた都市基盤施設のうち、高度経済成長期に整備された多くの公共施設が改修

や更新の時期を迎えており、その長寿命化21と再整備が必要となっています。また、日常生

活に必要不可欠な地域公共交通22の確保・維持、情報通信環境の整った都市の整備など、将

来にわたって持続可能なまちづくり23を行うことが必要となっています。 

山間農村地域や住宅地域など、地域特性に応じた土地利用や都市機能の適正配置と機能間

連携の推進を図ることで、それぞれの地域が持続可能となり、適切な規模で生活機能を維持

し、活力を向上させることが重要となっています。 

今後は、地域の個性を活かした観光振興、環境問題への対応といった観点も含めて、地域

ごとの自然・地理的な環境や資源を活かした都市機能及び配置の適正化と利便性を考慮した

地域公共交通網の確保・維持に向けた取組が必要です。 

 

 

 

 

 

(8) 厳しさの増す地方財政 

地方分権の本格的な進展により、地域住民に最も身近な基礎自治体である市町村が果たす

役割はますます大きくなっています。こうした中、生産年齢人口24の減少に伴う税収の減少

や高齢化の進行による社会保障経費25の増大など、地方の財政状況はますます厳しさを増す

ことが予想されます。また、公共施設の老朽化が進む中、国ではインフラ長寿命化基本計画
26を策定し、国や地方公共団体が一丸となってインフラの戦略的な維持管理・更新等を推進

することとし、併せて広域行政27を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
21 長寿命化：施設や設備のライフサイクルの延長だけではなく、戦略的な維持管理・更新等に取り組むことにより、費用の低減

や平準化を図ること 
22 地域公共交通：地域住民の日常生活や社会生活における移動手段や観光客等の移動手段としての公共交通機関 
23 持続可能なまちづくり：すべての人が安全で暮らしやすい居住環境や基本的なサービスが受けられ、自然災害にも強く、社会

的弱者にも配慮され、環境負荷が少なく、住み続けることができるまちづくり 
24 生産年齢人口：調査の基準日時点で、年齢が 15 歳から 64 歳の間にある人口 
25 社会保障経費：年金、医療、介護に要する費用に加え、子育てに要する費用のうち公費により賄われる費用 
26 インフラ長寿命化基本計画：国全体の取組として、国民生活や社会経済活動を支える各種施設を対象とし、戦略的な維持管

理・更新等の方向性を示す基本的な計画 
27 広域行政：住民の活動範囲が行政区域を越えて広域化していることから、複数の自治体が協力して事業を実施し、効率的かつ

効果的な事務処理を行うこと 
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３ 姶良市のまちづくりの現状と課題 

 

  本市が目指すべきまちの将来像を考えるにあたっては、本市が持つ「強み」と併せて「課題」

を客観的に把握することが必要となります。 

そのため、市全体に関わる課題としての「人口問題」、そして政策分野ごとに「共生協働と

行財政」「子育て」「教育」「福祉」「産業」「生活基盤」の６つに分類して現状と課題を整理し

ました。 

 

 

■人口の自然減少と高齢化の進行 

 

本市は、転入が転出を上回る社会増にて推移しており、昭和 45 年以降、人口は増加し続

けています。しかし、老年人口28の割合も上昇し続け、超高齢社会に突入しています。また、

死亡数は増加傾向であるものの、出生数は横ばいであり、人口の自然減少29が続いています。

高齢化に伴い、死亡数は今後も増加する可能性があるため、人口を増加し続けるためには、

引き続き社会増への対策を講ずるとともに、自然増対策により死亡数と出生数の差を少なく

していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

                            
28 老年人口：調査の基準日時点で、年齢が 65 歳以上の人口 
29 人口の自然減少：出生者数から死亡者数を引いた人口の自然動態が減少していること 
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本市人口の社会増減・自然増減の推移

社会増減 自然増減

(人) 

資料：鹿児島県毎月推計人口調査結果 
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(１)共生・協働のまちづくりと効果的な行財政運営の必要性 

 

ライフスタイルや市民ニーズの多様化、地方分権の推進により、地方自治体の果たす役割

は大きくなり、併せて多様化してきています。その一方では、市町村合併による特例措置の

満了による地方交付税の減額30に加え、歳出では高齢化の進行に伴う社会保障費の増加によ

り財政の硬直化が進むなかで、老朽化が進む公共施設の維持費用の増加が見込まれるなど、

本市の財政状況は厳しさを増しています。 

そのため、これまで行ってきた以上に行財政改革31を進め、効率的かつ効果的な行財政運

営を行うとともに、広域行政32を推進していく必要があります。 

また、多様化する市民ニーズに対して、行政と校区コミュニティ協議会33や市民団体、Ｎ

ＰＯ34、事業者などが役割を分担し、協働してサービスの提供を行う仕組みについても積極

的に取り入れていかなければなりません。 

そのためにも、市民も地域における主体的な活動の担い手として、まちづくりに積極的に

参画することが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
30 市町村合併による特例措置の満了による地方交付税の減額：合併市町村に係る普通交付税の算定方法について、合併後一定期

間は特例措置として、合併前市町村の合計が交付税算定額とな

り、期間終了後は結果として、それまでの算定額より減額となる 
31 行財政改革：社会情勢や財政状況の変化に対応し、安全かつ良質な行政サービスを確実、効率的に提供するために安定的な行

財政基盤の確立のための取組。本市では 2016 年３月に第２次姶良市行政改革大綱を策定し、「市民満足度の向

上」と「健全な財政運営」を目指すべき行政運営の姿として取り組んでいます。 
32 広域行政：住民の活動範囲が行政区域を越えて広域化していることから、複数の自治体が協力して事業を実施し、効率的かつ

効果的な事務処理を行うこと 
33 校区コミュニティ協議会：小学校区を単位としたコミュニティ組織で、姶良市内全 17 校区に設置されている 
34 ＮＰＯ：Non-Profit Organization の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的と

しない団体の総称 

公共施設の将来の更新費用 

資料：姶良市公共施設等総合管理計画 
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(２) 結婚・妊娠・出産・子育ての希望がかなう社会の形成 

 

女性の社会進出などを背景に、子育てをしながら働く女性は確実に増えています。一方で、

核家族化が進み、身近な人から子育てを学ぶ機会が減少し、地域のつながりが希薄化するな

ど、子育てを支える環境が大きく変化しています。 

このような中で、一人一人の多様な生き方や個人の価値観、意思を尊重し、結婚・妊娠・

出産について希望がかなう社会をつくることが必要です。 

若い世代が結婚や出産についての希望を実現し、子どもたちが心身ともに健やかに生まれ

育つためには、結婚・妊娠・出産・子育てがしやすい環境づくりと、各段階に応じた切れ目

のない支援を行っていくことが必要です。また、地域・家庭・事業者など社会全体の課題と

して取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

                            
35 合計特殊出生率:「15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生む

としたときの子どもの数に相当する 
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姶良市の出生数 姶良市 鹿児島県

資料：姶良市統計書 

(出生数・人) (出生率・率) 
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(３) 豊かな人間性を育み、個人と社会の成長につながる社会づくりの必要性 

 

絶え間ない技術革新や社会構造の変化が進む中、市民一人一人が持続可能な社会の担い手

として、個人が成長し社会に貢献できるよう生涯にわたり学んでいくことが期待されます。 

姶良市子育て基本条例では、「知・徳・体の調和がとれ、意欲的に自己実現を目指す人間」

や「伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が郷土を愛する態度を養い、これからの社

会づくりに貢献できる人間」等が明記され、その目指す人間像に迫ることが、個人と社会の

成長につながることだと考えます。 

学校教育においては、教育目標である「自立」に向け、子どもたちが様々な情報や刻々と

変化する社会情勢に積極的に向き合い、他者と協働して課題を解決していく資質・能力の育

成が必要です。また、市民が生涯学習を通して豊かな人間関係を築いたり、身近な芸術や文

化に触れる機会を増やすことも必要です。 

このようなことから、本市が保有する学校教育施設や生涯学習の活動拠点となる施設につ

いては、市民がより安心して、親しみが持てる施設となるように取り組んでいく必要があり

ます。 

 

 

(４) 健康でいきいきと暮らせる、安心して老後が迎えられるまちづくりの必要性 

 

高齢化や生活習慣の変化により、疾病を持つ人々や要介護状態となる人々が増加していま

す。 

市民一人一人の「健康寿命36の延伸」と「生活の質（ＱＯＬ）37の向上」が図られ、生涯に

わたって健康でいきいきと暮らすことのできるまちづくりを進めるためには、市民の健康に

対する意識の醸成により、自主的かつ継続的に生活習慣を改善し、健康づくりに取り組むこ

とが大切です。ライフステージ38の各段階に応じて、日常の生活習慣を見直し、スポーツや

レクリエーション活動に親しむことによって、市民が健康でいきいきと暮らせるまちづくり

を進めることが必要です。 

また、本市の老年人口割合39は、国立社会保障・人口問題研究所40の推計によると 2015 年

（平成 27 年）の 29.2％から、2025 年には 34.3％になると見込まれており、高齢化の進行

は避けて通ることができません。特に本計画期間の８年間において、老年人口割合が５ポイ

ント程度上昇する見込みであることから、福祉サービスの充実、高齢者を見守る体制の整備

などを重点的に進める必要があります。 

また、長年の知識や経験、技術を培われた高齢者は、まちづくりに欠かせない存在です。

生きがいをもって暮らせる環境を整えるとともに、まちづくり、地域活動に参加しやすい環

境を整備し、高齢者がいきいきと輝いて暮らせるまち、皆が安心して老後を迎えられるまち

づくりを進めることが必要です。 

                            
36 健康寿命：人の寿命において「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」 
37 生活の質（ＱＯＬ）：Quality Of Life の略称で、一人一人の人生の内容の質や社会的に見た生活の質のことで、ある人がどれ

だけ人間らしい生活や自分らしい生活を送り、人生に幸福を見出しているか、ということを尺度としてと

らえる概念 
38 ライフステージ：人の一生を幼少年期、青年期、壮年期、老年期などに区切った、それぞれの段階 
39 老年人口割合：調査の基準日時点で、年齢が 65 歳以上の人口が全人口に占める割合。高齢化率ともいう 
40 国立社会保障・人口問題研究所：厚生労働省に設置されている国立の研究機関で、人口問題、社会保障について調査研究して

いる 
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(５) 安定的な雇用と高等教育41機会の創出 

 

本市の人口構造の特徴として、高校卒業後に就職や進学で本市を離れる人が多いことが指

摘できます。 

このような中で、市外に出た人が帰ってきやすい環境をつくるなど、若い世代に安定して

就業してもらえる雇用の場の創出が課題となっています。 

また、多様な進学の機会を創出することにより、本市内にて進学する若者が増えることに

よる転出者の減少に加え、新たに転入することが期待できます。そのため、教育から就職ま

でを本市内で完結する取組を進めることも必要となっています。 

さらに、本市の地理的条件を活かした地域経済の活性化とそれに伴う雇用の場の創出を図

る視点で、産学官連携や農商工連携42、広域連携などを今後一層進めていく必要があります。

これにより、農業、漁業、商業、工業、観光に至るまで、環境変化に的確に対応し、本市の

地域性に合致した産業構造の確立や海外を視野に入れた市場開拓の実現を目指していく必

要があります。 

 

 

43 

 

 

 

 

                            
41 高等教育：初等、中等教育の上に続く段階の教育で大学、大学院、高等専門学校、専修学校などの教育 
42 農商工連携：その地域の特色ある農林水産物などの資源を有効に活用するため、農林漁業者と商工業者が互いの技術やノウハ

ウを持ち寄り、新しいサービスや商品の開発や販路の拡大に取り組むこと 
43 転入超過者数:転入した人の数から、転出した人の数を除した人数 
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-100

-50
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100

150

2017年(平成29年) 本市の年齢階層別転入超過者数43
(人) 

資料：総務省 住民基本台帳人口移動報告 
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(６) 安全・安心、快適に暮らし続けられる居住環境の整備 

 

海岸部から山間部にまで及ぶ本市は、自然条件からみて台風、洪水、高潮、地震、津波、

火山噴火等による被害を受けやすく、防災・減災44への取組も重要となります。本市には、

原子力発電所から 30km 圏内に位置している地域があることから、県や隣接自治体と日頃か

ら緊密に連携し、非常事態に備えておく必要もあります。このようなことから、災害に強い

安全・安心なまちづくりを推進し、自然と共生し、美しさや快適性が実感できる、質の高い

居住環境づくりを進めていくことが重要な課題となっています。 

また、高速道路や国道など幹線道路の整備が進み、利便性の高い道路環境が整いつつあり

ますが、地域間の交流・連携の強化、産業や観光振興、防災などの観点から地域間を結ぶ道

路の整備、地域公共交通網の形成をさらに進める必要があります。また、高度経済成長期に

集中的に投資した橋りょうやトンネル、上下水道施設などの多くが老朽化しており、新設だ

けではなく、長寿命化45や適切な更新を行っていくことが必要です。 

 

 

 

 

施設名 保有量 

市道 総延長   702,721 ｍ 

橋りょう 橋りょう数   302 橋 

トンネル トンネル数    10 本 

上水道施設 

水源地 28 箇所

配水地 15 箇所

中継ポンプ所 14 箇所

導水管 総延長   10,945 ｍ 

送水管 総延長   20,585 ｍ 

配水管 総延長   504,594 ｍ 

下水道施設 

処理場 4 箇所

ポンプ室 14 箇所

管渠延長 総延長   28,300 ｍ 

 

                            
44 減災：災害による被害をできるだけ小さくする取組 
45 長寿命化：施設や設備のライフサイクルの延長だけではなく、戦略的な維持管理・更新等に取り組むことにより、費用の低減

や平準化を図ること 

本市が保有する主なインフラ施設の内訳 

資料：姶良市公共施設等総合管理計画 
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第１章 基本構想 

 

第１節 まちづくりの基本理念 

 『可能性全開！ 夢と希望をはぐくむ まちづくり 

  ～ひとりひとりが主役 住みよい県央都市 あいら～』 

 

１ 基本理念 

 

基本理念とは、まちづくりを行っていく上で、最も重要な基本姿勢であり、また、長

期にわたって目指すべき方向性と本市独自のまちづくりの在り方を示すものです。  

本市は、自然災害から市民を守り、県央に位置する利便性や、自然の恵み、豊富な人

材による知徳を活かしながら、都市的な機能と田園が融合したまちとして、持続的に発

展させるために、本市の持つ潜在的な可能性を活かし、市民と一体となった、多様性豊

かな魅力あるまちづくりを進めます。 

 

 

(1) 県央という地勢が創り出す姶良市の可能性(ポテンシャル)を活かす 

本市は、市内を流れる３つの大きな河川により形成された扇状地を中心に、まとま

りのある地勢で、鹿児島（錦江）湾沿岸部には江戸時代に主要街道として整備された

大口筋と日向筋が通っており、古くから交通の要衝となっています。現在は、その古

道に重なるように、国道とＪＲが通っており、また県の幹線道路も通っています。 

そのため、県内各地への移動が容易であることから、人の往来が多く居住しやすい

環境であり、住宅や商業施設、流通業等の新たな投資の可能性とそれによる地域振興

が期待されています。また、加治木、蒲生地区の中心市街地から、姶良地区にある市

役所本庁舎まではほぼ等距離にあり、市内の道路も循環できる道路網を形成していま

す。さらに、市外から本市への移住者も多く、新たな「ふるさと」に対する地域貢献

の意欲も旺盛であり、これらは人的な地域資源にもなっています。 

このように受け継がれてきたまちの良さや作り上げたまちの特徴を活かすとともに、

環境の変化を見据え、現在だけではなく、将来の新しい発展の可能性につながるまち

づくりを行い、市民一人一人が夢と希望を持てる「まち」にすることを基本理念とし

ます。 
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(2) 「くらしやすさ」をさらに高める 

本市は、県下人口第１位の鹿児島市と第２位の霧島市などと隣接しており、また、

県央としての位置的優位性もあり、県内で唯一人口が増加する市となっています。 

市民と行政がともに力を合わせてまちづくりを進め、市民一人一人が、姶良市とし

ての一体感のもと、多様性のある自然、歴史、文化に誇りと愛着を持ちながらいきい

きと暮らし続けること、そして、このことを、次代を担う子どもたちに引き継いでい

かなければなりません。 

そのために、すべての人が安心して暮らせるよう保健、医療、福祉体制の充実や緑

豊かな自然を活かした快適な居住環境の整備をはじめ、次代を担う子どもたちを生み

育てやすい環境の整備などの取組を進め、市民生活において、ゆとりや快適さなど、

暮らしの質の向上を重視する政策を進めることを基本理念とします。 

 

 

 

(3) 「協働」を深化させる 

本市は、市制施行後、市民の一体感の醸成や地域間ネットワークの構築を目指して

各種施策に取り組んできました。 

市民の価値観やライフスタイルが多様化する中で、誰もがいきいきと自分らしく暮

らすことができる地域社会を実現するためには、市民と行政が、それぞれの役割を果

たしながら、本市が抱える様々な課題の解決に向けて、協働して取り組むことが求め

られています。 

市民は、自らがまちづくりの主役であるという認識のもと、主体的な活動を充実さ

せ、一方、行政は、市民を支え、ともにまちづくりを進める環境を整え、これまで取

り組んできた市民協働をさらに深化させることを基本理念とします。 
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２ 地方創生の取組と人口の将来展望 

 

本市では、2016 年（平成 28 年）3 月に策定した「姶良市人口ビジョン」により人口の

将来展望を提示しました。 

国立社会保障・人口問題研究所46では、2040 年には 62,928 人、そして 2060 年には

51,633 人と推計しているのに対し、本市の人口ビジョンでは、地方創生の取組47を実施

することにより、2040 年には 77,481 人、そして 2060 年には 70,080 人に引き上げるこ

とを目標としました。 

第２次姶良市総合計画においては、計画の目標年次の前後である 2025 年に人口８万人

を達成することを目標とします。 

この目標を達成するために策定した「姶良市総合戦略」に掲げる基本目標 

  ①地域資源を活かした活力ある産業、雇用をつくる 

  ②魅力あるまちをつくり、新しいひとの流れをつくる 

  ③結婚・妊娠・出産・子育ての希望を実現する 

  ④生涯すこやかで、いきいきと暮らし、支え合える地域をつくる 

これら基本目標の達成のため、進行管理による計画の着実な推進により、この目標の

実現を図るとともに、常に将来を見据え「人口８万人を目指す」ことを念頭に、時機を

失することのないよう、常に人口動態48を把握しつつ、適切な施策を推進することを第２

次姶良市総合計画における人口増加対策の基本的な姿勢とします。 

  

 

                            
46 国立社会保障・人口問題研究所：厚生労働省に設置されている国立の研究機関で、人口問題、社会保障について調査研

究している 
47 地方創生の取組：2016 年 3 月に策定した「姶良市総合戦略」に掲げた４つの基本目標を達成するために実施する各種事

業について、事業効果の検証をしながら、着実に推進すること 
48 人口動態：自然動態(人口の自然増減)と社会動態(社会増減)を合計した人口の動き 
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第２節 施策の大綱 

 

基本理念の実現や目標人口の達成に向け、取り組むべき基礎的な分野について、６つ

の政策を掲げ、まちづくりを実践します。 

 

１ 協働・自治 ～市民と共にまちを創る～ 

 

市民一人一人が、まちづくりの主役として、ともに支え合い、助け合うことで、市

民や行政と協働する環境が育まれます。そして校区コミュニティ協議会49や自治会など

の地域団体、ＮＰＯ50などの市民活動団体、企業、学校、行政など、まちづくりに関わ

る様々な主体の力を育むとともに、その力を活かした連携・協働を行いながら、市民

による地域自治を行政が支え、市民と行政が一体となったまちづくりを進めます。 

また、より多くの市民がまちづくりに対して関心を抱けるよう、情報公開や個人情

報の適切な管理を行いながら、市民に開かれた市政、信頼される市政、市民に寄添う

市政を目指します。 

さらに、質の高い行政サービスを継続するために、常に市民の満足度の向上を目指

し、行政評価制度51の適切な運用とその結果を事務事業に反映させる仕組みづくり、民

間と協働して行政サービスを提供する体制づくりを進めます。また、市民との協働の

場として、多くの市民が集うことができる拠点施設の整備を進めます。そして限られ

た財源の中で、施策の選択と集中を行い、行政改革大綱52に基づく健全な行財政運営に

努めます。併せて広域行政の取組についても推進していきます。 

 

 

 

２ 子育て ～安心して子どもを生み育てる～ 

 

子どもを安心して育てることのできる環境を充実させることは、本市への移住・定

住の促進、ひいては、地域の活力の維持と発展に結びついていきます。 

結婚・妊娠・出産の希望を実現し、安心して子どもを生み、そして育てることがで

きる環境づくりを進めるとともに、子育てと仕事が両立できる環境づくりのために多

様な保育ニーズに対応した子育て環境の整備や情報の提供、経済的支援などの充実を

図ります。 

さらに、姶良市民の宝である子どもたちが、地域に見守られながら、健やかに成長

することができるよう、地域社会全体で子育て家庭を支える取組を進めます。 

                            
49 校区コミュニティ協議会：小学校区を単位としたコミュニティ組織で、姶良市内全 17 校区に設置されている 
50 ＮＰＯ：Non-Profit Organization の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配すること

を目的としない団体の総称 
51 行政評価制度：市が実施する政策、施策、事務事業について、要した費用に対する効果や成果を測定・評価・検証し、

さらに効果的・効率的な方法・手段に改善する手法 
52 行政改革大綱：2016 年３月に第２次姶良市行政改革大綱を策定し、「市民満足度の向上」と「健全な財政運営」を目指

すべき行政運営の姿として、安定的な行財政基盤の確立に向けて取り組んでいます 
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３ 教育・文化 ～健やかで豊かな心が育つ～ 

 

次代を担う子どもたちが、多様性を尊重しながら、学力の向上や健やかな成長が図

られる教育環境の充実に努めます。また、地域力を強化するため、地域に誇りを持つ

人材を育成し、地域と家庭、学校が連携した教育への取組を強化します。 

すべての市民が、生涯を通じて多様な経験や価値観を身に付け、生きる力と豊かな

人間性を育み、生きがいを持つことができる、社会教育、生涯学習、歴史・文化、ス

ポーツ・レクリエーションなどの活動の充実に努めます。 

また、身近な就学の機会や市民の学びの場として高等教育機関53の創設を目指しま

す。 

 

 

 

 

 

４ 健康・福祉 ～誰もが安心していきいきと生きる～ 

 

市民一人一人が、健やかに自分らしい生活を送ることができ、誰もが笑顔で生きて

いくため、日常の健康づくりに積極的に取り組む環境づくりや意識啓発を、家庭・地

域・行政が連携して推進するとともに、市民が必要なときに医療や介護を受けること

ができるよう、地域医療・介護体制の充実を図ります。このことにより、心身両面で

の健康の保持と増進を図りながら、「健康寿命54の延伸」と「生活の質(ＱＯＬ)55の向上」

を目指し、医療・介護費の適正化に努めます。 

また、介護が必要な人や障がいのある人も、自分らしく住み慣れた地域で安心して

暮らし続けられるよう、保健、医療、教育、福祉サービスを充実させ、お互いに支え

合いながら、家庭や地域の中で安心して暮らせる地域包括ケアシステム56の推進、地域

共生社会57の実現を目指し、支援体制の充実を図ります。 

   

 

 

 

 

                            
53 高等教育機関：初等教育(幼稚園、小学校)、中等教育(中学校、高等学校など)の上に続く段階の教育で大学、大学院、

高等専門学校、専修学校などの教育機関 
54 健康寿命：人の寿命において「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」 
55 生活の質（ＱＯＬ）：Quality Of Life の略称で、一人一人の人生の内容の質や社会的に見た生活の質のことで、ある人

がどれだけ人間らしい生活や自分らしい生活を送り、人生に幸福を見出しているか、ということ

を尺度としてとらえる概念 
56 地域包括ケアシステム：重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること

ができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステム 
57 地域共生社会：制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体

が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民

一人一人の暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会 
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５ 産業・交流 ～まちの魅力が輝き活力にあふれる～ 

 

農林水産業をはじめ、商工業、サービス産業等がお互いの持ち味を活かしながら、

ともに協力し合うことで、多様な就業機会を創出し、市民の豊かな暮らしを支えるこ

とから、市全体の活力につながる取組を推進します。また、本市の地域特性を活かし

た新しい産業の創出・育成に取り組むとともに、働きやすい環境を整備します。 

そのため、地元企業・地場産業の競争力強化の取組や意欲ある担い手の確保・育成

のほか、経営基盤の強化など持続的な成長・発展を、産官学金労言58の連携のもと支援

体制の充実を図ります。さらに、新たな産業の創出や育成を支援するとともに、姶良

市の強み・魅力を情報発信して企業誘致の推進に努め、雇用の維持拡大と産業の活性

化を図ります。 

また、地域の歴史や文化に育まれた地域資源などの特性を活かし、地域が主体的に

取り組む「まち歩き」に代表される着地型観光59は、地域経済を活性化させるだけでな

く、移住者、定住者を見据えた交流人口60の増加に寄与することから、その取組につい

て支援していきます。さらには、スポーツなど各種大会と観光を結びつける取組など

を進めることで、交流人口の拡大を目指します。 

    

 

 

６ 安全・安心 ～快適な暮らしを守る～ 

 

自然環境の保全や環境負荷の低減、自然との共生や地球温暖化対策など、環境への

負荷の少ない持続可能なまちづくり61について、これまでの取組の継続や拡充により、

森林や海岸の保全と活用を図ります。また、環境保全に資する循環型社会62の形成を目

指し、ごみの減量化や適正処理、資源の再利用、再生可能エネルギー63の推進等に継続

的に取り組むことで、環境に負荷をかけない暮らしへの転換を推進します。 

また、自然災害から市民を守る防災拠点、消防、救急などに迅速に対応できる体制

を整備し、様々な防災・減災64への体制づくりを進めます。さらに、安心して暮らせる

よう、関係機関と連携した防犯まちづくりや交通安全対策を推進します。 

本市の豊かな自然環境と県央の利便性をさらに活かすために、道路網の整備や駅前

広場等の開発、水道水の安定供給、生活排水対策など、質の高い住環境を備えた都市

基盤整備を進めます。加えて、社会基盤や公共施設を良好に管理し、持続的なサービ

                            
58 産官学金労言：産=民間企業、官=行政、学=教育機関、金=金融機関、労=労働団体、言=メディア 
59 着地型観光：地域自らが知恵を出し、工夫を凝らして作成した、その地域のことを深く知ることができる魅力的なプロ

グラムによる観光 
60 交流人口：地域外からの旅行者や短期滞在者の数 
61 持続可能なまちづくり：すべての人が安全で暮らしやすい居住環境や基本的なサービスが受けられ、自然災害にも強

く、社会的弱者にも配慮され、環境負荷が少なく、住み続けることができるまちづくり 
62 循環型社会：製品等が循環的な利用により、廃棄されることが抑制されることで、天然資源の消費を抑制し、環境への

負荷が少ない社会 
63 再生可能エネルギー：太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱など一度利用しても比較的短期間に再生が可能

であり、資源が枯渇しないエネルギーのことで、温室効果ガスを排出しないこと、国内で生産が

できるという特徴がある 
64 減災：災害による被害をできるだけ小さくする取組 
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スを提供していくため、計画的に修繕や更新を行い、その長寿命化65を図ることで、施

設の安全性の確保と安心して利用できる環境を提供していきます。 

様々な公共交通機関については、その特性や利用者の動向等のデータを分析しなが

ら、それらを有機的に結び付ける方策や、利便性の向上、利用促進のための取組を進

め、暮らしやすさと活力を支える基盤を整えていきます。また、ＩＣＴ66技術を、健康

や福祉、教育、防災、交通、環境といった生活を取り巻く様々な分野で活用し、地域

の課題解決や活力の維持・発展につなげることのできるような取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
65 長寿命化：施設や設備のライフサイクルの延長だけではなく、戦略的な維持管理・更新等に取り組むことにより、費用

の低減や平準化を図ること 
66 ＩＣＴ：Informaition and Communication Technology の略称で、情報通信技術のこと 
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第３節 地域の特性を活かしたまちづくりの方針 

 

本市は、北部に山間部を擁し、山々より流れ出た河川が南部地域に平野部を形成してい

ます。地域の持つ特性は地勢によってもたらされる、あるいは影響されるものであること

から、北部を山間地域、中部を中間地域、南部を平野地域とする３つの地域に分け、それ

ぞれの特性や課題に応じたまちづくりの方向性を示します。 

 

 

北部地域 

全域が含まれる

校区 
北山小校区、西浦小校区、漆小校区、竜門小校区 

一部が含まれる

校区 
蒲生小校区、山田小校区、永原小校区、柁城小校区 

中部地域 

全域が含まれる

校区 
三船小校区 

一部が含まれる

校区 

蒲生小校区、山田小校区、帖佐小校区、永原小校区 

加治木小校区、柁城小校区 

南部地域 

全域が含まれる

校区 

重富小校区、西姶良小校区、姶良小校区、建昌小校区 

松原なぎさ小校区、錦江小校区 

一部が含まれる

校区 
帖佐小校区、加治木小校区、柁城小校区 
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１ 北部地域 

 

 ①地域特性と課題 

本地域は、北薩火山群に属する山々と十三塚原と呼ばれる台地により構成され、そ

の大部分が森林地帯となっています。森林は、林業資源であると同時に水源や水産資

源のかん養、治山による防災など環境保全機能を有し、自然体験やレクリエーション

施設等を活用した憩いの場など公益的な役割も担っています。また、台地には畑かん

事業により整備された農地が広がり、農産物や農産加工品の産地となっています。 

本地域には、４つの小学校があり、各小学校を中心とした集落が形成されています。

小学校の周辺には主要幹線道路が整備されており、重要な生活道路として機能してい

ます。 

各地区では、校区コミュニティ組織を中心として、地域に存在する豊かな自然や史

跡、伝統芸能等を活用した活性化策に積極的に取り組んでいますが、他の地域に比べ

少子高齢化の進行が著しく、人口の減少により、農林業の後継者不足や担い手不足、

地域力の低下を招いています。人口減少は空き家や未利用地も増加させており、放置

された空き家は防犯・防災上の問題となっています。 

また、本地域は山間部に位置しており、鳥獣被害が多発していることも大きな問題

となっています。鳥獣被害は単に農作物への被害だけではなく、耕作意欲の低下を招

くなど、近年深刻となっています。 

 

 ②地域特性を活かしたまちづくりの方向性 

・本地域には、他の地域には無い豊かな森林資源や、「県民の森」、「さえずりの森」に

代表される自然とふれあう施設があり、市内外を問わず広域的な交流の場となって

います。自然体験型拠点として活用し、交流人口67の増加に努めます。 

・移住、定住の促進を図り、地域活力の維持に努めます。 

・小学校を核とした生活拠点の形成を図り、校区コミュニティを中心とした、地域住

民の主体的なまちづくりを支援します。 

・農業従事者の高齢化、担い手不足、耕作放棄地の増加が懸念されることから、農地

の適正な維持と農地の集約化、担い手育成を進めます。 

・自然エネルギー・再生可能エネルギー68の利用促進により、エネルギーの地産地消を

進めていくと同時に、貴重な自然環境、多様な生態系を守り、森林のもつ水源かん

養、災害防止、環境保全機能の保全に努めます。 

・本地域は、幹線道路や鉄道、路線バスから距離があることから、鉄道や路線バス、 

コミュニティバス69、予約型乗合タクシー70など多様な交通形態の選択・連携による、

                            
67 交流人口：地域外からの旅行者や短期滞在者の数 
68 再生可能エネルギー：太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱など一度利用しても比較的短期間に再生が可能

であり、資源が枯渇しないエネルギーのことで、温室効果ガスを排出しないこと、国内で生産が

できるという特徴がある 
69 コミュニティバス：交通空白地域・不便地域の解消等を図るため、市町村等が主体的に計画し委託又は直接により運行

する交通 
70 予約型乗合タクシー：デマンド型乗合交通の一種。デマンド、つまり需要があったときに運行する公共交通で、タクシ

ー型の車両により、利用者は乗合により利用する交通 
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公共交通ネットワークの確保と再構築を図ります。 

・鳥獣被害への対策を強化するとともに、集落ぐるみでの取組について推進します。 
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２ 中部地域 

 ①地域特性と課題 

本地域は、別府川水系周辺部に広がる市街地、自然環境、歴史文化を維持しながら

農業を通じて育まれてきた集落及び蒲生地区の中心市街地で構成される地域です。 

主要地方道伊集院蒲生溝辺線、川内加治木線及び鹿児島蒲生線が交差し、幹線道路

沿いには商工業施設が集積しつつありますが、蒲生地区の中心市街地は、地域の拠点

としての役割を担っているものの、地元商店の活力をいかに維持していくかが、課題

となっています。 

また、農業振興地域として、市内の農業生産基盤の中心的役割を持っているものの、

農村集落の人口減少、高齢化の進行により活力の低下が懸念されています。また、北

部地域と同様に、本地域においても鳥獣被害が発生しており、被害地域の拡大が問題

となっています。 

 

 ②地域特性を活かしたまちづくりの方向性 

・地域農畜産業の振興対策として、優良な農業生産基盤の機能を維持しながら、有機

農業者を含めた認定農業者71や新規就農者等担い手への支援及び確保、育成を積極的

に進めます。 

・移住、定住の促進を図り、地域活力の維持に努めます。 

・地域活性化のため、農林水産物等を活かした加工品作りを推進するとともに、蒲生

物産館「くすくす館」などで販売できる体制を強化します。 

・小学校を核とした生活拠点の形成を図り、校区コミュニティを中心とした、地域住

民の主体的なまちづくりを支援します。 

・中心市街地近郊の利便性を活かした人口の増加に努め、市の新たな人口集積地域と

して宅地整備等を推進します。 

・歴史的なまちなみや河川等の水辺を活かし、地域のコミュニティ施設等を、まち歩

き観光などの施策と連携させ、観光案内施設や休憩施設などとして活用し、交流人

口の増加を図ります。 

・農業従事者の高齢化等による耕作放棄地の増加が懸念されることから、農地の適正

な維持と担い手への農地の集約化の取組を進めます。 

・鳥獣被害への対策を強化するとともに、集落ぐるみでの取組について推進します。 

・鉄道や路線バス、コミュニティバス72、予約型乗合タクシー73など多様な交通形態の

選択・連携による、公共交通ネットワークの確保と再構築を図ります。 

 

 

 

                            
71 認定農業者：効率的・安定的な農業経営などの目標を達成しようとする農業経営改善計画を作成し、市から認定を受け

た農業者 
72 コミュニティバス：交通空白地域・不便地域の解消等を図るため、市町村等が主体的に計画し委託又は直接により運行

する交通 
73 予約型乗合タクシー：デマンド型乗合交通の一種。デマンド、つまり需要があったときに運行する公共交通で、タクシ

ー型の車両により、利用者は乗合により利用する交通 
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３ 南部地域 

 ①地域特性と課題 

本地域は、鹿児島（錦江）湾に面しており、加治木港と重富漁港を有し、ＪＲの重

富駅、帖佐駅、加治木駅を中心に形成される市街地や国道 10 号沿線の市街地、姶良駅

及び錦江駅周辺の住宅地から構成される地域です。 

また、九州縦貫自動車道、隼人道路を経由した東九州自動車道の加治木ジャンクシ

ョン及び加治木インターチェンジと姶良インターチェンジ、国道 10 号、主要県道があ

るなど交通の要衝であり、加えて桜島サービスエリアへのスマートインターチェンジ
74の整備も進んでおり、企業の立地が増加しています。 

このような交通の要衝であることから、本地域は鹿児島県央域の重要な役割を担っ

ており、駅周辺の市街地には行政や商業サービス等の機能が集約され、姶良市におけ

る消費生活やサービス産業の中心地機能を果たしています。 

また、既成住宅地に加え、民間開発等により新たな住宅団地が造成され、新市街地

を形成しています。 

他の地域に比べ人口の増加が著しくなっていますが、その結果、道路や雨水排水を

はじめとした社会基盤の整備が宅地開発に追い付いておらず、通勤通学時の渋滞や豪

雨時の冠水などの問題が発生しています。また、局所的な年少人口の増加は、教育施

設の不足を招いているところもあります。そのため、安全・安心な都市基盤の整備や、

計画的に教育施設を整備していく必要があります。 

 

 ②地域特性を活かしたまちづくりの方向性 

・中心市街地は、利便性に優れた生活・文化交流拠点として整備を推進し、市として

の中心地づくりに取り組みます。また、ＪＲ駅周辺については、市民や来訪者が集

い、交流できる場として駅前広場等の整備を進めます。さらに、市街地内に存在す

る史跡・旧跡を巡るまち歩き観光により、地域の活性化を図ります。 

・公園や緑地、河川等の維持・補修などの整備を進めることで「緑」による潤いのあ

るまちづくりを進めます。また海岸部については、市の観光資源であり、霧島錦江

湾国立公園である重富海岸をはじめ、水辺環境の保全や整備、海岸への交通アクセ

スの向上を推進します。 

・幹線道路沿いに商業やサービス施設を計画的に誘導し、中心市街地との連携を図り、

快適さや楽しさを有する商業空間の形成に努めます。 

・自然環境との共存の下で、安心して住み続けられる居住環境づくりを進め、秩序あ

る市街地の形成を図ります。また、鹿児島（錦江）湾の水質を守るため、地域の状

況を考慮しながら、適正な汚水処理を図ります。 

・国道 10 号白浜・脇元間の４車線化とともに、白浜地区への災害時の一時退避場所の

確保及び整備に向けた取組を進めます。 

・交通の利便性を活かした平松物流用地等への積極的な企業誘致により、新たな雇用

の創出を図ります。 

                            
74 スマートインターチェンジ：高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア等から乗り降りできるように設置さ

れるＥＴＣ搭載車専用のインターチェンジ 
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・小学校を核とした生活拠点の形成を図り、校区コミュニティを中心とした、地域住

民の主体的なまちづくりを支援します。 

 


